
社会保険医療指導委員協議会から

副会長 長 瀬 清

平成１２年１月３０日標記の協議会が北海道医師会
館に於いて開催された。それに先立って平成１１年
１１月２５・２６日、日医会館で第４３回社会保険指導者
講習会が行われた。今回のテーマは「今日の肝疾
患診療」で、これについては日医雑誌特別号「肝
疾患診療マニュアル」を参照されたい。
講義に引き続き、厚生省健康政策局伊藤雅治局

長と保険局医療課尾嵜新平課長の講演が行われ
た。平成９年９月の健康保険法改正後、平成１２年
度を目途に医療保険改革として、薬価制度、医療
提供体制、診療報酬体系そして高齢者医療制度の
見直しを４本柱とし検討を進めているとして、厚
生省の考え、現況、今後の予定について講演がな
された。これらについて、その後の経過も加えて
考えてみたい。
医療提供体制の見直しとしては、厚生省は現在

の一般病床を急性期と慢性期病変患者を扱う病床
に区分けをし、それに見合った施設基準と人員配
置をしようとするものである。急性期病床および
慢性期病床と明確に区分するのは何によるのか、
疾病による違い（診療科による差）もあり、また
日数のみで規定は困難である。結局一般病院の病
床区分は「療養病床」および「一般病床」と病棟
単位で区分することとなった。が、このまますん
なりいくのか、新たな考えが浮上してくる可能性
がある。一般病床での人員配置基準も３：１以上
が意図されていたが、日医は現医療法の４：１存
続を主張した。一般的には現在大方３：１になっ
ていることもあり、辺地での特殊事情を勘案した
例外規定を含めた対処により、３：１も可能では
ないか。新聞報道にみられる日医叩きの格好の材
料を提供したような感がしないでもない。
医療情報開示に関しては、次第に理解も深まっ

てきており、国も医師会の開示に向けての自助努

力に補助を行い強力に推進を図ることとなった。
広告規制の緩和は、かなりの範囲まで規制が緩和
されると予測されたが、広告できる事項が追加さ
れたに止まり、今後まだまだ議論がなされよう。
受診者側からすると、もっと多くの情報を得て、
自分に最も適した医療機関を見いだす手だてとし
たいであろう。しかし自由な広告がかえって患者
を惑わすこともあり得ることが心配され、このよ
うな結論に落ち着いたものと考えたい。
臨床研修の必修化も強く望まれている。一時は

保険医数の抑制策ではないか、以前の実地修練の
ような研修の形骸化の危惧等から多くの反対があ
ったが、制度化は着々と進められている。実施時
期は当初より遅れ、平成１６年４月１日よりとなっ
た。研修時の手当が一部保険財政からの捻出とい
うことであり、その可否につき議論となるだろ
う。
医療保険改革については、薬価制度の見直しが

喫緊の課題である。日医はR幅なしを主張、それ
に代わり技術料を強く要求している。どのように
落ち着くか、いずれにしても、今診療報酬改定で
医薬分業に拍車がかかろう。大阪府医ニュース
（H１２．２．２号）のアンケート調査に見られるよう
に、医療機関で薬を貰いたいと願っている人が６
割ということは、考えてみる必要があるのではな
いか。医薬分業推進においてまだまだ考えなけれ
ばならないことがあることを示している。日本の
薬価が他の国と比較し、かなり高いと批判されて
いる。今度中医協の中に薬価算定組織が設置され
るとのことで、かなり透明性が高まると期待され
ているが、思惑どおりに薬価が下がるだろうか。
診療報酬では出来高払いと包括払いの最善の組

み合わせの実現とあるが、包括払いの比率がます
ます増加、やがてはDRG/PPSの導入が図られる
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（表紙写真）

ことになるだろう。出来高払いの堅持にもっと力
を傾注すべきである。
平成１２年１月３０日の協議会では、日医の講習会

の伝達の後、松村北海道保健福祉部社会保険管理
課指導医療官、小池北海道保健福祉部保護課医療
指導参事、藤田北海道支払基金審査委員会委員
長、佐藤北海道国保連合会審査委員会会長の４先
生から北海道の保険医療の現況が示された。
はじめに、昨年７月の国会での地方分権推進一

括法の可決により、現在知事の機関委任事務とさ
れている社会保険関係事務が国の直接執行事務と
なり、北海道の組織として置かれていた社会保険
管理課、保険指導課および年金指導課が、本年４
月より国の機関となり、北海道社会保険事務局と
なる。庁舎が移転し、その中に総務課、保険課お
よび年金課ができる。仕事の内容はこれまでどお
りとのことであるが、当分は混乱が避けられない
であろう。
北海道の保険医、保険医療機関、保険調剤薬局

の現況は、病院の減少（対前年－４件）、診療所
（対前年＋２２件）と保険調剤薬局（対前年＋８４
件）の増加が目立っている。
保険診療における届出状況をみると、小児科外

来診療料、ねたきり老人在宅総合診療料算定医療
機関の増加がみられる。
新看護算定状況は、一般病院では３：１を採用

している所が最も多く、３．５：１および４：１の病
院は減少傾向にある。４４４病院中３５６病院が３：１
以上の看護体制をとっている。
平成１１年度（４―１２月）の保険医療機関の指導状

況は個別指導が９件、集団的個別指導は病院、診
療所合わせて５３件総てが集団部分であり個別部分
は１件もなかった。個別指導の多くは保険者、会
計検査院よりの指摘、現・元職員の情報提供が主
であり、療養担当規則の理解不足とばかりで片づ
けられず、医療の適正化が強く叫ばれる中、十分
な気配りが必要であると痛感させられる。
生活保護法による医療扶助もこの数年急増して

おり、指定医療機関に対する指導も、これまでの
個別指導に加えて、社会保険と同じような集合指
導が取り入れられたことからも伺われる。
社会保険および国保における審査の状況では、

件数をみると社保では受付件数月約２００万件、前
年対比約１００％強であるのに対し、国保では月約
１５０万件、前年対比１１４％と著しい伸びを示してい
る。
支払者側からの再審査請求は、社保、国保とも

年々著名な増加を見、社保では月約４万件弱で処
理状況は原審６０％、査定４０％である。一方、国保
では再診件数月約４．５万件強で処理状況は原審と
なるもの３４％、査定が６５％で、社保とやや差が見
られる。社保と国保で審査に差がでないように時
にすり合わせを行っているが、徹底不十分か保険
者の再審査の差によるか十分に検討してみる必要
がある。
保険診療には機械的に処理できない多くの問題

があり、これからも学問的面と倫理的面とを十分
に考え規則にのっとりやっていかなければならな
い。

夜明け
旭川市医師会 梨木 寛

鶴の目覚めは早い。日の出の３０分前、最も空
が紅く染まる頃はもう動き始めている。しかし

寒さ厳しい朝、いつもより長く水の中に立って
いる。動きが遅い。
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